
第８８号議案 

   足立区営住宅条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和４年９月２０日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生    

 

   足立区営住宅条例の一部を改正する条例 

 足立区営住宅条例（平成９年足立区条例第３３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第５条第２項ただし書を削り、同条第５項中第４号を削り、第５号を

第４号とし、第６号を第５号とする。 

 第６条第２項ただし書中「前条第３項第１号及び第４号」を「前条第

５項第１号」に改める。 

 第３６条第１項第８号中「又は第４号」を削る。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 区営住宅を使用するために必要な条件の一部を削除する必要があるの

で、この条例案を提出いたします。 


